
　禁
煙
治
療
は
、「
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
」の
人
へ
、ニ
コ

チ
ン
ガ
ム
、ニ
コ
チ
ン
パッ
チ
、飲
み
薬
な
ど
の
禁
煙
補

助
剤
を
使
っ
て
禁
煙
を
促
す
治
療
の
こ
と
で
す
。左

記
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
と
、健
康
保
険
適
用
の

治
療
が
受
け
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、健
康
保
険
が
使

え
る
の
は
、1
年
に
1
回
だ
け
で
す
。

①
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
に
係
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
テ
ス
ト

（
T
D
S
）で
、ニコ
チ
ン
依
存
症
と
診
断
さ
れ
た
。

②
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
指
数（
＝
1
日
の
喫
煙
本
数
×
喫
煙

年
数
）が
2
0
0
以
上
で
あ
る
こ
と
。

※
平
成
28
年
4
月
よ
り
34
歳
以
下
は
、指
数
の
条
件
が

な
く
な
り
ま
し
た
。

③
患
者
が
直
ち
に
禁
煙
す
る
こ
と
を
、希
望
し
て
い
る

こ
と
。

④「
禁
煙
治
療
の
た
め
の
標
準
手
順
書
」に
則
っ
た
禁

煙
治
療
に
つい
て
の
説
明
を
受
け
て
、当
該
の
治
療

を
受
け
る
こ
と
を
文
書
に
よ
り
同
意
し
た
人
で
あ

る
こ
と
。

禁
煙
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
方
か
ら
、「
す
ぐ
に
吸
い
た
く

な
っ
て
、
ひ
と
り
で
や
り
遂
げ
る
の
が
難
し
い
」と
い
う
こ
と

を
よ
く
聞
き
ま
す
。

こ
れ
は
、「
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
」と
い
う
病
気
が
大
き
な
原
因

と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
健
康
保
険
を
使
っ
て
、「
ニ
コ
チ
ン
依

存
症
」の
治
療
を
医
師
と
取
り
組
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

健
康
保
険
を
使
っ
て

お
ト
ク
に
禁
煙
!

医 療 費 節 約
大 作 戦

妻の妊娠により禁煙を決意したAさん(30歳)

禁
煙
治
療
で
は
何
を
す
る
の
？

　健
康
保
険
が
使
え
る
の
は
、飲
み
薬
と
ニ
コ
チ
ン

パッ
チ
で
す
。と
く
に
、禁
煙
に
効
果
が
あ
る
の
が
バ

レ
ニ
ク
リ
ン
と
い
う
飲
み
薬
で
す
。た
ば
こ
を
吸
う
と

脳
の
ニ
コ
チ
ン
受
容
体
に
ニ
コ
チ
ン
が
結
合
し
て
、

ド
ー
パ
ミ
ン
と
い
う
快
感
を
生
じ
さ
せ
る
物
質
が
放

出
さ
れ
ま
す
。バ
レ
ニ
ク
リ
ン
は
、こ
の
受
容
体
に
結

合
し
、ド
ー
パ
ミ
ン
を
少
量
放
出
さ
せ
て
、ニ
コ
チ
ン

切
れ
に
よ
る
イ
ラ
イ
ラ
な
ど
の
症
状
を
軽
く
し
ま

す
。な
お
、め
ま
い
や
意
識
障
害
な
ど
の
副
作
用
が

出
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。車
や
機
械
類
の
運
転
業
務

に
従
事
す
る
方
は
、禁
煙
治
療
を
受
け
る
際
に
必
ず

医
師
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

※
禁
煙
外
来
は
12
週
間
合
計
5
回
の
治
療
が
基
本

で
、飲
み
薬
を
使
っ
た
場
合
、健
康
保
険
の
3
割
負

担
で
1
3
，0
0
0
〜
2
0
，0
0
0
円
前
後
と
な

り
ま
す
。

禁
煙
補
助
薬
を
処
方
し
て
も
ら
う
と…

※たばこを吸いながらの服用は、最初の7日間だけです。8日目からは、禁煙しながら服用します。

ご家族のためにご家庭にお持ち帰りください
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短時間労働者への健康保険適用拡大について
　平成28年10月1日より短時間労働者の健康保険適用
要件が改正になります。
　現在パート・アルバイト等勤務の方、事業主（会社等）
と健康保険の適用の有無について確認が済みましたか?
　以下該当者は事業主へ健康保険適用について確認を
お願い致します。

＜適用要件＞
1．特定適用事業所（常用雇用者が501人以上の事業所）

に勤務していること
2．週の所定労働時間が20時間以上である方

所定労働時間とは就業規則、雇用契約書等により、そ
の者が通常の週に勤務すべき時間を言い、時間外勤
務は除きます。

3．同一の事業所に1年以上の勤務が見込まれる方
雇用契約に期限の定めがない場合、また1年未満の雇

法改正

被扶養者の認定の要件が一部変更になります
　平成28年10月1日より兄姉の同居要件が廃止されま
すので、これまで届出に確認書類の添付が必要でした

現金給付申請書の事業主の受領委任欄へ署名・捺印をお願いします
　療養費、入院食事療養費、訪問看護療養費、高額療養
費、移送費、傷病手当金、出産手当金、埋葬料（費）、出
産育児一時金等被保険者の現金給付の申請にあたって
は、支給額を事業主経由でお支払いしている現状を踏ま
え、申請書書式の一部を変更するとともに事業主への受

事務手続の変更

ジェネリック医薬品の使用促進について
　平成24年以降ジェネリック医薬品の使用促進に向け

「ジェネリック医薬品をお使いいただくために（ご案
内）」（促進通知）の配付、貼付シールの配付等実施した
結果、確実に使用率の向上が図られてまいりましたが、
国の促進策、使用を推奨する調剤薬局の増加など環境の
整備を受け、皆様の負担の軽減及び健康保険組合財政の

　例年実施しておりました「家庭常備薬等あっせんのご案内」については、今回提供先都合により急遽お休みとさせて
頂きます。
　お申込みを予定をされていた皆様には、心よりお詫び申し上げます。

お 知 ら せお 知 ら せ

用契約でも契約書に契約更新の条項があり、1回以上
の更新の実績がある場合も該当致します。

4．報酬（賃金）月額が8万8千円以上である。
週給、日給、時間給を月額に換算したものに各諸手当
を加えた額が8万8千円以上の場合です。
ただし、時間外、臨時に支払われる賃金及び通勤手
当・家族手当等最低賃金法で算入しないことを定め
ている賃金を除きます。

5．学生ではないこと。

＜被扶養者資格の削除＞
　被扶養者がパート・アルバイト等短時間労働者で新た
に短時間労働者被保険者となった場合（他健康保険証の
発行があった場合）、速やかに当健康保険組合宛て被扶
養者資格異動届出を提出し削除手続きを行って下さい。

が、不要となりました。

領委任欄にご本人の署名・捺印をお願いすることと致し
ました。（支払いルートを明確にする）
　ご協力の程お願い致します。
　なお、直接健康保険組合からの支払いを希望する場合
は事務窓口へ申し立て願います。

改善に向け更なる使用率の向上を目指します。
　平成28年度は、これまで同様の「促進通知」に加え、
ご本人意向によりジェネリック医薬品を選択しない
方々にアンケートを実施し、ジェネリック医薬品使用の
課題を整理することと致しました。ご協力の程お願い申
し上げます。

1.計画の進捗状況

平成27年度データヘルス計画の進捗状況と課題
　平成27年度からスタートした「データヘルス計画の主な進捗状況」を以下ご報告致します。今後はこの実績評価を基に計画の見直し、新たな課
題の設定を行い、皆様の健康維持、疾病予防・重症化防止目標の達成に向け努力してまいりますので、皆様のご協力をお願い致します。

2.今後の課題
　データヘルス計画の上記実施状況を踏まえ今後次の項目を検
討し平成29年度計画に反映推進してまいります。（特健康診査〈被
保険者〉については記載省略）
⑴施策の強化
①特定保健指導実施率の向上策の推進

生活習慣病発症予防策として効果が期待されますが、平成
29年度目標45％に対し大幅に下回る状況で、さらなる促進
策が求められます。（良否が納付金の加減算により財政にも
反映）
②禁煙・分煙策の加速

平成27年度成年男子喫煙率は34.2％となり、「目標:30％以
内」及び全国喫煙率（平成27年JT調査）31.0％からも高い状
況にあり強化策が求められます。
③体育奨励事業の充実

ウォーキング補助を実施していますが、利用実績は平成26
年度7件、97名、平成27年度7件、182名であり事業として低
迷しています。健康維持・増進策の柱として運営・内容の見

事　業　名　等（※）
事業概要

新

　規

1．職場環境の整備
事業所への血圧計の配付

実　施　計　画

血圧計の配付

新

　規

禁煙・分煙の促進（被保険者）
事業主が行う受動喫煙対策と
協働実施（被保険者）

既

　存

ウォーキング行事補助（被保険者）
健康の維持・増進及び生活習
慣病予防を目的としたウォー
キング行事への補助

新

　規

2．加入者への意識づけ
ホームページの開設
社外向けホームページの開設

既

　存

3．個別の事業
特定健康診査（被扶養者）
被扶養者の未受診者への受診
勧奨

既

　存

特定保健指導（加入者）
基準該当者に対し発症リスク
レベルに応じ、希望制・積極
的受診勧奨者に区分し特定保
健指導を実施

新

　規

生活習慣病の重症化予防
（被保険者）

生活習慣病のリスクフローチ
ャート（健診結果・レセプトの
突合結果）を基に対象グルー
プ及び対象者を抽出し、早期
受診に結びつける

新

　規

生活習慣病の重症化予防
（被扶養者）

被保険者を経由し受診勧奨通
知（含む啓発資料）を実施し、
早期の受診促進。業者委託も
検討

新

　規

生活習慣病重症化予防のための
保健指導（被保険者）
専門機関を抽出・選定し委託
する強度の保健指導を実施

新

　規

生活習慣病重症化予防のための
保健指導（被扶養者）
専門機関を抽出・選定し委託
する強度の保健指導を実施

H27年度

全事業所へ血圧計を配付（含む
記録表等）

事業主の受動喫煙防止策の実
情に併せ、禁煙・受動喫煙防
止の重要性への啓蒙を推進
現ウォーキング補助行事のPR強
化。またより多くの方が参加しやす
く日々の運動習慣に結び着く行事
を検討。（場合により事業主と共
同実施）

ホームページ開設の検討及び準
備、実行計画作成

家族健診未受診者にアンケート
等を実施。自治体健診・パート先
健診等の受診状況を把握し、実
態を把握する。

これまでの希望者に対する実施に
加え、発症の高リスクの方には、
事業主との連携の上積極的に受
診勧奨を行う（リスクフローチャート
の利用等）
事業主が行っている当該対象者
への健診フォローに対し情報提供
等の支援策を検討（個人情報保
護との関連整備）

健診結果とレセプトを突合したリス
クチャートを活用し、対象者の抽出
を行いその対象者数の実態を把
握、委託も含め受診勧奨方法を
検討する。

対象者数により財政面も含め事
業主と協議、その指導の在り方に
ついて検討する。

財政面を踏まえ疾病を特定（糖尿
病等）し、またその対象者の選定
基準を検討し制度設計を行う。

H28年度
目標（H29年度末）

アウトプット アウトカム

特定保健指導等との連動活
用を検討。

事業主と連携継続。（見直
し実施）

H28年度データヘルス計画
の一環として、H29年度実施
に向け企画・検討する。（web
活用等）

4月以降ホームページ開設・
運営を予定
・WEB等活用方法の検討

H27年度実施結果に基づ
き、未受診者へのハガキ・リー
フレット等受診勧奨を行う。

継続（見直し実施）

新規未受診者勧奨策の実施

未受診者への受診勧奨策を
継続検討

規程に基づき実施

H27年度結果を踏まえ課題
を検討

血圧計の配置台数の
増（事業主設置）

禁煙啓蒙資料の配付
（1回（事業主毎）

現行事件数、参加者
の増加。対H26年度
比倍増

ホームページの開設

1回/年、未受診者（当
該制度未利用）への
アンケートにより、受診
勧奨を実施

特定保健指導実施
率:45％

事業主と制度・ルール
の確立（含被保険者
の理解）

対象者数の抽出

対象者数の抽出及び
把握

対象者の選定基準及
び委託先を抽出し制
度設計

実績（H27/4～H28/7）
アウトプット

各事業所向け、計30台配付
（除、事業主施策）

機関誌による啓蒙の実施
（#69号、COPD）

＜参加実績＞
平成26年度:7件,97名
平成27年度;7件,182名

WEB版ホームページ開設環境
整備完了
⇒年内開設予定

H27年度実施率:64.8％
H27年度未受診者（当該制度
未利用者）1,200名へアンケー
トを実施（H28年5月）。
回収;210件（内他勤務先受診:
43件、20.5％）
高発症リスクへの特定保健指
導積極的勧奨を実施
＜実施率＞
H26年度:8.2％
H27年度:17.4％（推定）
H27年度健診結果に基づき、
H28年11月以降実施

上記被保険者実績に基づき、
H29年度実施を検討する。

・生活習慣病重症化防止規程
の創設
・プログラム実施勧奨対象者:
17名へ勧奨実施
・生活習慣病重症化防止規程
の創設
・上記被保険者プログラム実施
結果に基づき検討する。

健康関心度の向上
発症リスク対象者
H26年度比2％減

喫煙率 30％以内の
目標の達成

運動を通じた健康関
心度の向上（行事の
定例化・定着）

アカウント件数の対
H28年度比20％アッ
プ

特定健康診査実施
率:80％

内臓脂肪症候群の減
少率 : H 2 4年度比
20％

目標:要治療者未受診
者数:0

目標:要治療者未受診
者数:0

保健指導による新規
人工透析者H26年度
比改善率10％

当該対象者医療費の
維持（増加抑制）

※事業名（　）内は事業対象者を示します。

直しが必要です。
⑵新たな課題
①インセンティブ制度導入の検討

健康の維持、疾病予防では「自らの健康は自らつくる」とい
う意識が大切です。そのような意識を後押しし、環境づくり
の為にインセンティブ制度の導入を検討致します。
インセンティブ制度とは、個々人が日常から自己の健康づく
りに関心を持ち、また実践を促す契機の一つとして、健康づ
くり情報の提供、取組み成果に対する報償を行い健康づくり
活動への動機づけと継続を促すものです。厚生労働省は、ガ
イドラインを策定し平成28年度よりその活動を奨励するこ
とになりました。

②がん疾病への対策検討
平成26年度医療費分析では、生活習慣病（12％）の次に「がん」
疾病（4.5％）が占めていますが、死亡率では最も高く、この
発症の予防、早期発見早期治療の観点から「がん」検診を検
討し、健診を総合的に見直します。
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短時間労働者への健康保険適用拡大について
　平成28年10月1日より短時間労働者の健康保険適用
要件が改正になります。
　現在パート・アルバイト等勤務の方、事業主（会社等）
と健康保険の適用の有無について確認が済みましたか?
　以下該当者は事業主へ健康保険適用について確認を
お願い致します。

＜適用要件＞
1．特定適用事業所（常用雇用者が501人以上の事業所）

に勤務していること
2．週の所定労働時間が20時間以上である方

所定労働時間とは就業規則、雇用契約書等により、そ
の者が通常の週に勤務すべき時間を言い、時間外勤
務は除きます。

3．同一の事業所に1年以上の勤務が見込まれる方
雇用契約に期限の定めがない場合、また1年未満の雇

法改正

被扶養者の認定の要件が一部変更になります
　平成28年10月1日より兄姉の同居要件が廃止されま
すので、これまで届出に確認書類の添付が必要でした

現金給付申請書の事業主の受領委任欄へ署名・捺印をお願いします
　療養費、入院食事療養費、訪問看護療養費、高額療養
費、移送費、傷病手当金、出産手当金、埋葬料（費）、出
産育児一時金等被保険者の現金給付の申請にあたって
は、支給額を事業主経由でお支払いしている現状を踏ま
え、申請書書式の一部を変更するとともに事業主への受

事務手続の変更

ジェネリック医薬品の使用促進について
　平成24年以降ジェネリック医薬品の使用促進に向け

「ジェネリック医薬品をお使いいただくために（ご案
内）」（促進通知）の配付、貼付シールの配付等実施した
結果、確実に使用率の向上が図られてまいりましたが、
国の促進策、使用を推奨する調剤薬局の増加など環境の
整備を受け、皆様の負担の軽減及び健康保険組合財政の

　例年実施しておりました「家庭常備薬等あっせんのご案内」については、今回提供先都合により急遽お休みとさせて
頂きます。
　お申込みを予定をされていた皆様には、心よりお詫び申し上げます。

お 知 ら せお 知 ら せ

用契約でも契約書に契約更新の条項があり、1回以上
の更新の実績がある場合も該当致します。

4．報酬（賃金）月額が8万8千円以上である。
週給、日給、時間給を月額に換算したものに各諸手当
を加えた額が8万8千円以上の場合です。
ただし、時間外、臨時に支払われる賃金及び通勤手
当・家族手当等最低賃金法で算入しないことを定め
ている賃金を除きます。

5．学生ではないこと。

＜被扶養者資格の削除＞
　被扶養者がパート・アルバイト等短時間労働者で新た
に短時間労働者被保険者となった場合（他健康保険証の
発行があった場合）、速やかに当健康保険組合宛て被扶
養者資格異動届出を提出し削除手続きを行って下さい。

が、不要となりました。

領委任欄にご本人の署名・捺印をお願いすることと致し
ました。（支払いルートを明確にする）
　ご協力の程お願い致します。
　なお、直接健康保険組合からの支払いを希望する場合
は事務窓口へ申し立て願います。

改善に向け更なる使用率の向上を目指します。
　平成28年度は、これまで同様の「促進通知」に加え、
ご本人意向によりジェネリック医薬品を選択しない
方々にアンケートを実施し、ジェネリック医薬品使用の
課題を整理することと致しました。ご協力の程お願い申
し上げます。

1.計画の進捗状況

平成27年度データヘルス計画の進捗状況と課題
　平成27年度からスタートした「データヘルス計画の主な進捗状況」を以下ご報告致します。今後はこの実績評価を基に計画の見直し、新たな課
題の設定を行い、皆様の健康維持、疾病予防・重症化防止目標の達成に向け努力してまいりますので、皆様のご協力をお願い致します。

2.今後の課題
　データヘルス計画の上記実施状況を踏まえ今後次の項目を検
討し平成29年度計画に反映推進してまいります。（特健康診査〈被
保険者〉については記載省略）
⑴施策の強化
①特定保健指導実施率の向上策の推進

生活習慣病発症予防策として効果が期待されますが、平成
29年度目標45％に対し大幅に下回る状況で、さらなる促進
策が求められます。（良否が納付金の加減算により財政にも
反映）

②禁煙・分煙策の加速
平成27年度成年男子喫煙率は34.2％となり、「目標:30％以
内」及び全国喫煙率（平成27年JT調査）31.0％からも高い状
況にあり強化策が求められます。

③体育奨励事業の充実
ウォーキング補助を実施していますが、利用実績は平成26
年度7件、97名、平成27年度7件、182名であり事業として低
迷しています。健康維持・増進策の柱として運営・内容の見

事　業　名　等（※）
事業概要

新

　規

1．職場環境の整備
事業所への血圧計の配付

実　施　計　画

血圧計の配付

新

　規

禁煙・分煙の促進（被保険者）
事業主が行う受動喫煙対策と
協働実施（被保険者）

既

　存

ウォーキング行事補助（被保険者）
健康の維持・増進及び生活習
慣病予防を目的としたウォー
キング行事への補助

新

　規

2．加入者への意識づけ
ホームページの開設
社外向けホームページの開設

既

　存

3．個別の事業
特定健康診査（被扶養者）
被扶養者の未受診者への受診
勧奨

既

　存

特定保健指導（加入者）
基準該当者に対し発症リスク
レベルに応じ、希望制・積極
的受診勧奨者に区分し特定保
健指導を実施

新

　規

生活習慣病の重症化予防
（被保険者）

生活習慣病のリスクフローチ
ャート（健診結果・レセプトの
突合結果）を基に対象グルー
プ及び対象者を抽出し、早期
受診に結びつける

新

　規

生活習慣病の重症化予防
（被扶養者）

被保険者を経由し受診勧奨通
知（含む啓発資料）を実施し、
早期の受診促進。業者委託も
検討

新

　規

生活習慣病重症化予防のための
保健指導（被保険者）
専門機関を抽出・選定し委託
する強度の保健指導を実施

新

　規

生活習慣病重症化予防のための
保健指導（被扶養者）
専門機関を抽出・選定し委託
する強度の保健指導を実施

H27年度

全事業所へ血圧計を配付（含む
記録表等）

事業主の受動喫煙防止策の実
情に併せ、禁煙・受動喫煙防
止の重要性への啓蒙を推進
現ウォーキング補助行事のPR強
化。またより多くの方が参加しやす
く日々の運動習慣に結び着く行事
を検討。（場合により事業主と共
同実施）

ホームページ開設の検討及び準
備、実行計画作成

家族健診未受診者にアンケート
等を実施。自治体健診・パート先
健診等の受診状況を把握し、実
態を把握する。

これまでの希望者に対する実施に
加え、発症の高リスクの方には、
事業主との連携の上積極的に受
診勧奨を行う（リスクフローチャート
の利用等）
事業主が行っている当該対象者
への健診フォローに対し情報提供
等の支援策を検討（個人情報保
護との関連整備）

健診結果とレセプトを突合したリス
クチャートを活用し、対象者の抽出
を行いその対象者数の実態を把
握、委託も含め受診勧奨方法を
検討する。

対象者数により財政面も含め事
業主と協議、その指導の在り方に
ついて検討する。

財政面を踏まえ疾病を特定（糖尿
病等）し、またその対象者の選定
基準を検討し制度設計を行う。

H28年度
目標（H29年度末）

アウトプット アウトカム

特定保健指導等との連動活
用を検討。

事業主と連携継続。（見直
し実施）

H28年度データヘルス計画
の一環として、H29年度実施
に向け企画・検討する。（web
活用等）

4月以降ホームページ開設・
運営を予定
・WEB等活用方法の検討

H27年度実施結果に基づ
き、未受診者へのハガキ・リー
フレット等受診勧奨を行う。

継続（見直し実施）

新規未受診者勧奨策の実施

未受診者への受診勧奨策を
継続検討

規程に基づき実施

H27年度結果を踏まえ課題
を検討

血圧計の配置台数の
増（事業主設置）

禁煙啓蒙資料の配付
（1回（事業主毎）

現行事件数、参加者
の増加。対H26年度
比倍増

ホームページの開設

1回/年、未受診者（当
該制度未利用）への
アンケートにより、受診
勧奨を実施

特定保健指導実施
率:45％

事業主と制度・ルール
の確立（含被保険者
の理解）

対象者数の抽出

対象者数の抽出及び
把握

対象者の選定基準及
び委託先を抽出し制
度設計

実績（H27/4～H28/7）
アウトプット

各事業所向け、計30台配付
（除、事業主施策）

機関誌による啓蒙の実施
（#69号、COPD）

＜参加実績＞
平成26年度:7件,97名
平成27年度;7件,182名

WEB版ホームページ開設環境
整備完了
⇒年内開設予定

H27年度実施率:64.8％
H27年度未受診者（当該制度
未利用者）1,200名へアンケー
トを実施（H28年5月）。
回収;210件（内他勤務先受診:
43件、20.5％）
高発症リスクへの特定保健指
導積極的勧奨を実施
＜実施率＞
H26年度:8.2％
H27年度:17.4％（推定）
H27年度健診結果に基づき、
H28年11月以降実施

上記被保険者実績に基づき、
H29年度実施を検討する。

・生活習慣病重症化防止規程
の創設
・プログラム実施勧奨対象者:
17名へ勧奨実施
・生活習慣病重症化防止規程
の創設
・上記被保険者プログラム実施
結果に基づき検討する。

健康関心度の向上
発症リスク対象者
H26年度比2％減

喫煙率 30％以内の
目標の達成

運動を通じた健康関
心度の向上（行事の
定例化・定着）

アカウント件数の対
H28年度比20％アッ
プ

特定健康診査実施
率:80％

内臓脂肪症候群の減
少率 : H 2 4年度比
20％

目標:要治療者未受診
者数:0

目標:要治療者未受診
者数:0

保健指導による新規
人工透析者H26年度
比改善率10％

当該対象者医療費の
維持（増加抑制）

※事業名（　）内は事業対象者を示します。

直しが必要です。
⑵新たな課題
①インセンティブ制度導入の検討

健康の維持、疾病予防では「自らの健康は自らつくる」とい
う意識が大切です。そのような意識を後押しし、環境づくり
の為にインセンティブ制度の導入を検討致します。
インセンティブ制度とは、個々人が日常から自己の健康づく
りに関心を持ち、また実践を促す契機の一つとして、健康づ
くり情報の提供、取組み成果に対する報償を行い健康づくり
活動への動機づけと継続を促すものです。厚生労働省は、ガ
イドラインを策定し平成28年度よりその活動を奨励するこ
とになりました。

②がん疾病への対策検討
平成26年度医療費分析では、生活習慣病（12％）の次に「がん」
疾病（4.5％）が占めていますが、死亡率では最も高く、この
発症の予防、早期発見早期治療の観点から「がん」検診を検
討し、健診を総合的に見直します。
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う

今回の検査だけでは一時的なものなの
か、問題があるのか、判別できないため、
もう一度同じ検査を行う必要がある状況
です。「自覚症状がないから」と放置して
いては手遅れになることもあります。念の
ためもう一度検査を受けましょう。

の

お
知
ら
せ
を
も
ら
っ
た
！

「
要
精
密
検
査
」

勇
気
を
出
し
て

受
診
し
よ
う

治療が必要な病気が隠れているか
どうか確認するために、より詳しい
検査が必要な状況です。精密検査
の結果、何もなければひと安心、問
題があっても早めに治療が始めら
れます。ぜひ受診しましょう。

の

お
知
ら
せ
を
も
ら
っ
た
！

「
要
治
療
」

す
ぐ
に
治
療
を

開
始
し
よ
う

脂質異常や高血圧を放置する人が
多くなっています。要治療の健診結
果や健保組合からの受診勧奨のお
知らせをもらったら、必ず医療機関
を受診しましょう。早めに治療に取
り組めば重症化を防ぐことができ
ますし、軽症の場合は薬を飲まな
くても済むこともあります。

　厚生労働省が、全国の健保組合を対象に実施したがん検診実態調査では、が
ん検診で「要精密検査」となった人の精密検査受診率が低いことがわかりまし
た。被扶養者（家庭の奥様等）より被保険者の方が低いことから、とくに男性が精
密検査を受けない傾向にあるとみられます。がん以外の病気に関する精密検査で
も同じ状況にあり、精密検査の受診率向上が今後の課題となっています。

「保健指導の
お知らせ」は

健康力アップのチャンス
今回の健診で異常値があったもの
の、生活習慣の改善で病気を予防で
きる状況です。保健指導では、あなた
のライフスタイルにあった無理のない
改善法を、保健師等がアドバイスして
くれます。健康力アップのチャンスな
ので、積極的に受けましょう。

治療を
中断している人は
一刻も早く再開を

何らかの理由で通院を中断してしまっ
た人は、とても危険な状況です。場合
によっては、脳卒中や心筋梗塞などを
引き起こしかねません。治療の再開が
早いほど、身体的・経済的負担も軽く
済みますので、思い切って、もう一度
通院を始めましょう。

基準値内でも数値が年々悪化してい
る場合は、喫煙、お酒の飲みすぎ、夜
遅くのドカ食い、塩分のとりすぎ、運動
不足など、よくない生活習慣を見直す
ことが必要です。異常値となる前に食
い止めましょう。

基準値内でも
油断は禁物

精密検査の受診率の低さが問題に！ ■がん検診の精密検査受診率（平成26年度）

被保険者の精密検査受診率が
50％以下の項目も

例えば
がん検診では

あなたの
被扶養配偶者（奥様）は
健診を受けていますか？

職場の健診を受けられる被保険者と比べ、奥様等の被扶養者の健診受診率は高くありませ
ん。生活習慣病の多くは自覚症状なく進行し、気づいたときには手遅れということもあります。
当健保組合では、被扶養者の健診について費用補助を行っています。とくに40歳以上の
方は必ず健診を受け、結果判定に従いましょう。

健診を
受けたあと

100
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40

20

0

（％）

精
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受
診
率

胃がん 肺がん 大腸がん子宮頸がん 乳がん
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ためもう一度検査を受けましょう。

の

お
知
ら
せ
を
も
ら
っ
た
！

「
要
精
密
検
査
」

勇
気
を
出
し
て

受
診
し
よ
う

治療が必要な病気が隠れているか
どうか確認するために、より詳しい
検査が必要な状況です。精密検査
の結果、何もなければひと安心、問
題があっても早めに治療が始めら
れます。ぜひ受診しましょう。

の

お
知
ら
せ
を
も
ら
っ
た
！

「
要
治
療
」

す
ぐ
に
治
療
を

開
始
し
よ
う

脂質異常や高血圧を放置する人が
多くなっています。要治療の健診結
果や健保組合からの受診勧奨のお
知らせをもらったら、必ず医療機関
を受診しましょう。早めに治療に取
り組めば重症化を防ぐことができ
ますし、軽症の場合は薬を飲まな
くても済むこともあります。

　厚生労働省が、全国の健保組合を対象に実施したがん検診実態調査では、が
ん検診で「要精密検査」となった人の精密検査受診率が低いことがわかりまし
た。被扶養者（家庭の奥様等）より被保険者の方が低いことから、とくに男性が精
密検査を受けない傾向にあるとみられます。がん以外の病気に関する精密検査で
も同じ状況にあり、精密検査の受診率向上が今後の課題となっています。

「保健指導の
お知らせ」は

健康力アップのチャンス
今回の健診で異常値があったもの
の、生活習慣の改善で病気を予防で
きる状況です。保健指導では、あなた
のライフスタイルにあった無理のない
改善法を、保健師等がアドバイスして
くれます。健康力アップのチャンスな
ので、積極的に受けましょう。

治療を
中断している人は
一刻も早く再開を

何らかの理由で通院を中断してしまっ
た人は、とても危険な状況です。場合
によっては、脳卒中や心筋梗塞などを
引き起こしかねません。治療の再開が
早いほど、身体的・経済的負担も軽く
済みますので、思い切って、もう一度
通院を始めましょう。

基準値内でも数値が年々悪化してい
る場合は、喫煙、お酒の飲みすぎ、夜
遅くのドカ食い、塩分のとりすぎ、運動
不足など、よくない生活習慣を見直す
ことが必要です。異常値となる前に食
い止めましょう。

基準値内でも
油断は禁物

精密検査の受診率の低さが問題に！ ■がん検診の精密検査受診率（平成26年度）

被保険者の精密検査受診率が
50％以下の項目も

例えば
がん検診では

あなたの
被扶養配偶者（奥様）は
健診を受けていますか？

職場の健診を受けられる被保険者と比べ、奥様等の被扶養者の健診受診率は高くありませ
ん。生活習慣病の多くは自覚症状なく進行し、気づいたときには手遅れということもあります。
当健保組合では、被扶養者の健診について費用補助を行っています。とくに40歳以上の
方は必ず健診を受け、結果判定に従いましょう。

健診を
受けたあと

100

80

60

40

20

0

（％）

精
検
受
診
率

胃がん 肺がん 大腸がん子宮頸がん 乳がん

被保険者 被扶養者

44.2

67.0

45.1

73.1

45.2
56.6

64.9
72.6 69.5

77.9

HealthTopic
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もともと肝臓はエネルギー源として中性脂肪の一部を貯蔵しておく働きがあり
ますが、食べすぎ、飲みすぎなどが続くと、肝細胞に脂肪がどんどんたまってい
きます｡肝臓には通常、3～4％の中性脂肪が含まれていますが、肝細胞の

30%以上に脂肪が見られる状態になると、「脂肪肝」と診断されます。脂肪肝の段階
ではとくに症状はありませんが、放置すると重篤な肝障害をおこすこともあるので、注
意が必要です。

順天堂大学医学部総合診療科
准教授　福田  洋
監 修

AST（GOT） 30U／l以下
ALT（GPT） 30U／l以下
γ-GT（γ-GTP） 50U／l以下
中性脂肪 149mg／dl以下

基準値

脂肪肝を放置すると…

タイプ別 生活習慣対策

アルコール性
脂肪肝

非アルコール性
脂肪肝（NAFLD）

脂肪肝
（NAFL）

脂肪性肝炎
（NASH）

脂肪肝

脂
肪
肝
と
い
わ
れ
ま
し
た
。日
常
生
活
で
気
を
つ
け
る
こ
と
は
?

肥
満
の
人
は
ま
ず
、減
量
を
。通
常
、減
量
に
と
も
な
っ

て
肝
機
能
の
数
値
は
め
ざ
ま
し
く
改

善
し
ま
す
。脂
肪
肝
の
う
ち
に
食
べ

す
ぎ
や
飲
み
す
ぎ
に
気
を
つ
け
れ
ば
、将
来
、

肝
硬
変
な
ど
の
重
篤
な
病
気
を
防
ぐ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

ど
う
す
れ
ば
　
　 

な
る
?

脂
肪
肝

よ
く

Dr.  F
ukuda

脂肪肝ぐらい、放っておいてもよいのでは?

減
量
す
れ
ば

改
善
し
や
す
い

で
す
ヨ
！

脂肪肝はその原因によって、主にアル
コール性と非アルコール性に分類され
ます。非アルコール性の脂肪肝は、さら
に2種類に分けられ、とくにNASH（非ア
ルコール性脂肪性肝炎）は、肝硬変や
肝がんに進行しやすいといわれていま
す。

脂肪肝

線維化によって肝臓が
硬くなり、肝機能は著し
く低下。黄疸、むくみ、
腹水、食道静脈瘤（吐
血）、肝性脳症など重篤
な症状が生じる。肝臓
がんのリスクも高くなる

慢性的な炎症によって
肝細胞の破壊と再生が
くり返され、肝細胞が線
維化

肝臓に脂肪がたまっ
て、肝臓の処理能力が
ダウン。

肝線維症
 せん  い  しょう

肝硬変

禁酒する
アルコール性脂肪肝の一番の治療は禁酒。飲酒をや
めれば肝機能は短期間で改善するが、大量飲酒（1日
5合以上）を続けると、アルコール性肝炎、肝硬変へと
進むリスクが高まる。

バランスのよい食事を心がける
アルコール中心の夜遅くにたくさん食べる生活を見直し、
1日三食、良質のたんぱく質、ビタミン、ミネラルを含むバ
ランスのよい食事を心がける。脂肪のとりすぎに注意。

□ 長期間、お酒をたくさん
　 飲み続けている
□ γ-GT（γ-GTP）が高い 
□ ALT（GPT）よりAST（GOT）が高い

アルコール性脂肪肝アルコール性脂肪肝
肥満の人は減量する

脂肪肝の改善にはまず、減量。食事全体の量を減らし、
ウォーキングなどの運動を習慣づける。まずは体重の
4%減を目標に。

脂肪だけではなく、糖質のとりすぎにも注意
糖質もとりすぎると中性脂肪に変わり、肝臓に蓄積
される。主食の重ね食いをやめ、間食＊を控えるなど、
糖質のとり方を見直す。
＊せんべいやスナック菓子などの甘くないものも含む

□ 脂肪の多いもの、糖質（ご飯やパン、
　 甘いもの、果物など）をよく食べる
□ AST（GOT）よりALT（GPT）が高い　
□ 中性脂肪が高い

非アルコール性脂肪肝非アルコール性脂肪肝

過食や運動不足により脂肪肝になると、肝臓でのインスリンの働きが悪くなり、食後高血糖
の原因となります。同様に筋肉にも脂肪がつき（脂肪筋と言います）筋肉での血糖の取り込みも
悪化します。また、糖尿病を持っている人は、肝がんのリスクが高いという報告もあります。脂肪肝を
改善するための生活習慣の見直し（食事療法・運動療法）は、糖尿病と通じるものがあります。生
活習慣の改善は糖尿病の重症化予防だけではなく、肝臓を守ることにもつながります。

糖尿病
と

脂肪肝

※γ-GTはアルコール
　による肝障害に反応
　する項目

※ALTは肝臓内に中性脂肪
　が多いと反応する項目

正確な診断につ
いては、

医師の診察を
受けてください

。

脂肪肝の分類

あまりお酒を
飲まない人は
コチラ
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日本人のがんによる死亡原因のトップ
で、さらに増加傾向にある肺がんは、
意外なことに、たばこを吸っていなく
てもかかることがあります。肺がん治
療がご専門の坪井先生に肺がんの予
防と治療についてお伺いしました。

国立研究開発法人
国立がん研究センター

東病院
呼吸器外科長

坪井正博 先生

肺がんはどんな病気ですか？ 肺がんのリスクを
減らすことはできますか？

肺がん治療にはどのような
ものがありますか？

肺がんは、発生部位により、肺の入口近くの太い
気管支にできる中心型肺がんと、肺の奥のほうに
できる末

まっしょう
梢型肺がんに分けられます。中心型肺が

んの場合、早い段階で「せき」「たん」「血痰」など
の症状が現われることが多い一方、末梢型肺が
んは、がんがある程度の大きさになるまでほとん
ど自覚症状が現われま
せん。非喫煙者（とく
に女性）に多い肺腺が
んは自覚症状の出にく
い末梢型なので、注意
が必要です。

肺がんの治療法には、手術、放射線療法、抗が
ん剤などの薬物療法などがあり、がんの種類や
進行度、全身の状態などを総合的に検討して決
められます。手術は治療効果の高い方法ですが、
切除する範囲が大きい手術のあとには息切れな
どが起こりますので、術後に呼吸機能がどれだけ
残る可能性があるかが、手術を行うかどうかの判
断の基準になります。いずれの治療法を選択する
にせよ、早期に発見できれば、リハビリ等次第で
通常の生活を大きく損なうことなく、治療を受け
ることができます。

喫煙者の方には、なんといっても禁煙をおすすめ
します。禁煙により、自分の肺がんリスクを減少
させるだけでなく、周囲の人を受動喫煙による 
肺がんから守ることができます。また、定期的に
肺がん検診を受けて、が
んを早期に発見できれ
ば、身体への負担の小
さい治療法を選ぶことが
できる上、死亡するリス
クも減ります。喫煙の有
無にかかわらず、40歳
以上は、毎年肺がん検
診を受けましょう。肺がんの主なリスク要因

● 喫煙 ● 受動喫煙　　● 遺伝 
● 食生活（アルコール、脂肪の過剰摂取）
● 環境的要因 

（飲料水中のヒ素、アスベストなど）

肺がんに関する検査
● 胸部X線検査
　…40歳以上は年1回の受診をおすすめ

フィルムに映し出された影などをチェックして肺の状
態を調べる。末梢型肺がんの発見に有効。ただし、
骨や心臓などに重なる部分ではある程度の大きさに
ならないと発見できません。

● 低線量胸部CT検査
　…55歳〜 74歳の重度喫煙者におすすめ

海外の臨床試験結果から55歳〜 74歳の重度喫煙
者ではCT検査を毎年受けると肺がんによる死亡が
20％減ることが示されています。また、CT検査によ
る肺がん発見率は胸部X線検査と比べて約10倍程
度高く、早期肺がんの比率も高いことが知られてい
ます。ただし、CT検査ではがんではない陰影をみつ
けてしまう過剰診断があります。

● 喀
かくたん

痰検査
…50歳以上で喫煙指数（1日の喫煙本数
×喫煙年数）が400ないし600以上の人、
もしくは40歳以上で6ヶ月以内に血痰の
あった人は受診。
痰
たん

の成分を調べます。中心型肺がんの発見に有効。

1 2

3

肺がん

末梢型
肺がん

中心型
肺がん
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　禁
煙
治
療
は
、「
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
」の
人
へ
、ニ
コ

チ
ン
ガ
ム
、ニ
コ
チ
ン
パッ
チ
、飲
み
薬
な
ど
の
禁
煙
補

助
剤
を
使
っ
て
禁
煙
を
促
す
治
療
の
こ
と
で
す
。左

記
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
と
、健
康
保
険
適
用
の

治
療
が
受
け
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、健
康
保
険
が
使

え
る
の
は
、1
年
に
1
回
だ
け
で
す
。

①
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
に
係
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
テ
ス
ト

（
T
D
S
）で
、ニコ
チ
ン
依
存
症
と
診
断
さ
れ
た
。

②
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
指
数（
＝
1
日
の
喫
煙
本
数
×
喫
煙

年
数
）が
2
0
0
以
上
で
あ
る
こ
と
。

※
平
成
28
年
4
月
よ
り
34
歳
以
下
は
、指
数
の
条
件
が

な
く
な
り
ま
し
た
。

③
患
者
が
直
ち
に
禁
煙
す
る
こ
と
を
、希
望
し
て
い
る

こ
と
。

④「
禁
煙
治
療
の
た
め
の
標
準
手
順
書
」に
則
っ
た
禁

煙
治
療
に
つい
て
の
説
明
を
受
け
て
、当
該
の
治
療

を
受
け
る
こ
と
を
文
書
に
よ
り
同
意
し
た
人
で
あ

る
こ
と
。

禁
煙
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
方
か
ら
、「
す
ぐ
に
吸
い
た
く

な
っ
て
、
ひ
と
り
で
や
り
遂
げ
る
の
が
難
し
い
」と
い
う
こ
と

を
よ
く
聞
き
ま
す
。

こ
れ
は
、「
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
」と
い
う
病
気
が
大
き
な
原
因

と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
健
康
保
険
を
使
っ
て
、「
ニ
コ
チ
ン
依

存
症
」の
治
療
を
医
師
と
取
り
組
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

健
康
保
険
を
使
っ
て

お
ト
ク
に
禁
煙
!

医 療 費 節 約
大 作 戦

妻の妊娠により禁煙を決意したAさん(30歳)

禁
煙
治
療
で
は
何
を
す
る
の
？

　健
康
保
険
が
使
え
る
の
は
、飲
み
薬
と
ニ
コ
チ
ン

パッ
チ
で
す
。と
く
に
、禁
煙
に
効
果
が
あ
る
の
が
バ

レ
ニ
ク
リ
ン
と
い
う
飲
み
薬
で
す
。た
ば
こ
を
吸
う
と

脳
の
ニ
コ
チ
ン
受
容
体
に
ニ
コ
チ
ン
が
結
合
し
て
、

ド
ー
パ
ミ
ン
と
い
う
快
感
を
生
じ
さ
せ
る
物
質
が
放

出
さ
れ
ま
す
。バ
レ
ニ
ク
リ
ン
は
、こ
の
受
容
体
に
結

合
し
、ド
ー
パ
ミ
ン
を
少
量
放
出
さ
せ
て
、ニ
コ
チ
ン

切
れ
に
よ
る
イ
ラ
イ
ラ
な
ど
の
症
状
を
軽
く
し
ま

す
。な
お
、め
ま
い
や
意
識
障
害
な
ど
の
副
作
用
が

出
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。車
や
機
械
類
の
運
転
業
務

に
従
事
す
る
方
は
、禁
煙
治
療
を
受
け
る
際
に
必
ず

医
師
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

※
禁
煙
外
来
は
12
週
間
合
計
5
回
の
治
療
が
基
本

で
、飲
み
薬
を
使
っ
た
場
合
、健
康
保
険
の
3
割
負

担
で
1
3
，0
0
0
〜
2
0
，0
0
0
円
前
後
と
な

り
ま
す
。

禁
煙
補
助
薬
を
処
方
し
て
も
ら
う
と…

※たばこを吸いながらの服用は、最初の7日間だけです。8日目からは、禁煙しながら服用します。

ご家族のためにご家庭にお持ち帰りください
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